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今年度で就任３年目のなりました学校長の安田慎司です。日頃より本校の教育活動に深いご理

解と温かなご協力を頂き、誠にありがとうございます。おかげさまで、本校は喜寿を迎えること

になりました。新たに161名の新入生を迎え、在校生たちも「先輩」としての顔つきにかわり、

勉強に、行事に、そして部活動や習い事等に力を入れています。

昨年度の後半から、教職員が体調を崩してお休みに入ったり、諸般の事情から離職するなどに

より、学校の運営が非常に厳しくなりました。そんな折に保護者の方々から「何か私たちにでき

ることはありませんか？」とお声がけを頂きました。大変心強く感じるとともに、改めてＰＴＡ

という言葉の意味を考えました。児童生徒の健やかな成長を支えるために、保護者と学校が協力

し合って学校を創っていく…ＰＴＡの在り方については、その存続も含めて様々な考え方はある

と思います。何が正解かは分かりづらい世の中ですが、時代がいくら変わろうとも「不易と流

行」をしっかり見定めながら、健全な学校運営を心掛けていきたいと思います。

ある教育情報誌が「いまの時代とことば」について、２０代～70 代を対象に無作為に行った

アンケート結果の中から、前向きになれるようなことばをいくつかご紹介します。

「冬は必ず春になる」

「暗闇があるからこそ星が輝いて見える」

「越えられない試練は与えられない」

皆さんにとって、前向きになれることばは何ですか。

ＰＴＡ会 長 挨 拶

会長 冨田 万里子

日頃より、ＰＴＡ活動へのご理解とご協力ありがとうございます。

今年度は初の試みとして、親鶴ボラを発足致しました。予想より多くの方が手を挙げて下さり、

さっそく、挨拶運動や体育祭でご協力頂きました。ありがとうございました。

多感な時期の中学生ですが、ＰＴＡがコミュニケーションのきっかけになれば良いなと願って

います。

また、今年度は、慣例に則り行ってきたことを、再度見直し整えていく一年にしたいと考えて

おります。その為にも検討を進め始めていますが、皆様へもなるべく早く情報を発信していきた

いと思っていますので、すぐーるＰＴＡチャンネルのご登録をお願い致します。

今年度も、本部役員、委員の皆さん、先生方と力を合わせて活動して参りますので、

一年間よろしくお願い致します。
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令 和 7 年 度 新 本 部 役 員 です。よろしくお願 いいたします。

令 和 7 年 度 ＰＴＡ委 員 が決 定 しました。

厚生成人委員会

◎ 横井 美奈子 〇 黒田 有子・佳和 戸田 由枝

校外委員会

◎ 本田 恵美 〇 小室 美咲 篠原 日出子

石原 真弓

広報委員会

◎ 遠藤 知子 〇 石坂 るり子 星野 陽子

中澤 百合子

◎＝委員長 〇＝副委員長

令 和 7 年 度 細 則 改 定 についてのご報 告

６月の実行委員会で承認を経て、細則の一部を変更いたしました。

1 長年活動実績のなかった学年委員会を廃止しました。

2 昨今、委員会の確保が難しく、定められた人数の通りにできない可能性があるため、

役員ならびに会計監査候補者指名委員会の構成を見直し、

「その年度の委員数に応じて本部役員で構成人数を調整する」という一文を追加しました。

新しい規約については、学校ＨＰにてご確認下さい。

何かご質問等ございましたら下記連絡先までお問合せください。

ＰＴＡメールアドレス：tsurugaminejhs.pta@gmail.com

会長 冨田 万里子

副会長 中林 久子 相馬 早苗

書記 青島 佳那子 古城 絵美

会計 齋藤 茂代 良知 美奈子

会計監査 右手 あづみ 矢野 亜友美



親鶴ボラへのご登録ありがとうございました。

今年から初の試みとなる親鶴ボラ、

挨拶運動、体育祭でのご協力ありがとうございました。

お子様の近くで活動できるので、普段とは違う様子を見ることができたと思います。

今後の活動といたしましては、校外委員と先生方と一緒に町内のお祭りのパトロールを予定し

ています。

夜の活動なので、学校とは違う子供たちの様子を見ることができます。

子供たちが安全に、楽しい思い出作りになるよう見守っていけたらと思いますので、

親鶴ボラの皆様にも無理のない範囲でご協力頂ければと思います。

◆ ご存じですか？安振会 ◆

「横浜安全教育振興会」の略です。本校も加入しています。

安振会の会費として、６月にお支払いいただいたＰＴＡ会費より、一世帯年額５００円を納入し、

加入手続きをさせていただきます。

学校管理外の事故の場合、申請すると給付が受けられます。

例えば・・・

「自転車に乗っていて、誤って人にぶつかってしまった。」

「キャッチボールをしていて、他人の家のガラスを割ってしまった。」など・・・

☆万一の場合は学校（副校長）までご連絡ください。


